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  標準処理期間（指定）  計６５日 

 オンライン標準処理期間（指定）  計６５日 

標準処理期間（変更）  計６５日 

オンライン標準処理期間（変更）  計６５日 

 

  項番      項  目            説      明 

  
 
  １ 

 
 

事前相談 
 

 
申請方法などについて事前の御相

談に応じます。 

 
【指定、変更】 

 
 
２ 

 
 

 

意見聴取 

 

指定又は変更に当たり、専門的知識

を有する者から構成される専門委員

会の意見を聴きます。 
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説  明 
指定又は変更に当たり、関係区市町

村や一定規模を超える区域内の建築

物の所有者等に対して、区域指定につ

いて説明を行います。 

※区域が減少する変更の場合、関係

区市町村に対する説明のみ 
    
 
４ 

 
    

指  定 

又は変更 

指定又は変更に当たって、専門委員

会の意見及び関係区市町村等の意見

を勘案し決定します。   

 
 

５ 
 

公  表 

 

指定又は変更した内容をイン 

ターネット上で公表します。 
    

 
 
 備考 

・必要な添付資料が添付されない場合などは、標準処理

期間以上の期間を要します。 

・事前相談に要する期間は、標準処理期間に含みません。 
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